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■参加者の声～アンケートより

・賃貸契約するにあたって理解できていなかったが、言葉の意味を知ることができたのでよかったです。

・退去が近いかもしれないので、大変参考になりました。子どもが部屋を借りるときにも参考になると思います。

・配布資料は家で読んだら助かりそう。家で保存します。

■賃貸借契約について理解しておくべきポイント

賃貸借契約におけるトラブルを防ぐためには、正確な知識

や情報を得ることが必要である。

①物件の確認

最近はインターネット検索で物件を探すことが多いが、実

際の部屋の大きさや周辺環境など、必ず現地を確認すること。

②契約前～入居申込

入居申込の際に様々な書類提出を求められることがあるが、

戸籍謄本（抄本）や本籍地の記載などは拒否してもよい。

宅建業者の媒介・代理で契約する場合は、契約するまでに

宅地建物取引士による重要事項の説明が義務付けられている。

特に抵当権が設定された物件を借りる場合は所有者が途中で

変わるケースがあるので注意が必要。

契約・引き渡しまでは、媒介業者、入居以降は管理会社が

業務を行うことになっているので、問い合わせの際にも注意

が必要である。

③契約の締結～入居

契約締結後、鍵の引き渡しを受けた後に必ず部屋を確認する。

その際に、入居時の確認リストを利用して部屋の状態を記録し、

不具合箇所があれば写真を撮っておく。

④契約の更新

契約満了による更新には、双方の契約継続の合意により更新

する「合意更新」と、特段の更新手続きがなされず従前の契約

と同一条件で更新される「法定更新」があるが、貸主は「正当

な事由」がない限り、更新を拒むことはできない。

⑤契約の終了～明け渡し

契約の終了時には部屋の鍵を返還し、明け渡しを行う。入居

時のチェックリストをもとに退去時の現状をチェックし、貸主

に報告する。手間がかかるが、これをきちんとしておくことで

トラブルを防ぐことができる。

⑥敷金の清算

自然損耗による原状回復費用については、貸主が負担する義

務がある。費用負担区分は国交省のガイドラインに基づくが、

契約書に金額が明記されている場合もあるので確認が必要。

■よくある相談事例：その予防法と対策案

①物件について

・入居した部屋が下見の際と異なっていた場合は、契約解除の

事由に当たるため契約はなかったことにできる。

・他の部屋で騒音などの問題が発生したら、管理会社や家主に

その旨を申し出る。健康被害が出ているのに対応してもらえな

い場合は，訴訟も検討すると言えば大抵は話が収まる。

②入居申込と貸主の承諾～契約の締結・キャンセル

・申込をキャンセルする場合、業者が預り金を返金しないのは

宅建業法違反になる。契約以前の預り金はすべて返金される。

・貸主が契約書にサインしていなければ、契約はまだ成立して

いないという解釈になり、キャンセル可能。

・契約が終了している場合は、特約がない限り、後でキャンセ

ルを申し出ても解約できない。

③契約の更新・解除・終了

・契約満了による更新の際、貸主は正当な事由がない限り、更

新を拒むことはできない。その際の家賃の値上げについて、双

方の合意が得られない場合は、裁判所に家賃を供託するという

方法がある。

・借地借家契約の場合も、家主の正当な事由がない限り解除は

できない。例えば息子が住むということは正当事由には当たら

ない。

・借家の転貸は契約違反となる。留守の間、人に貸す場合は

家主に相談してから行う。

・定期借家契約は期限が来ると出なければならない。

④入居中の修繕

・貸主に修繕義務があるにもかかわらず対応しない場合は、

借主が貸主に代わって修繕を行い、発生した費用を貸主に請

求することができる。

⑤物件の明渡し

・都合で引き渡しの時期を遅らせることは不可能。貸主に相談

をする。

⑥敷金の清算

・借主の通常使用による汚れに対する修繕の高額請求について

は応じる必要はない。60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラ

ブルは少額訴訟を利用する方法がある。

セミナーの様子① セミナーの様子②


